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空家等対策の推進に
関する特別措置法の
一部を改正する法律

国土交通省  令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月14日 

一部を除き、公布の日から起算
して六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日

 空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するた
め、空家等活用促進区域に関する制度の創設、適切な
管理が行われていない空家等に対する措置の拡充、空
家等管理活用支援法人の指定制度の創設等を行う必
要がある。

資料A

地域の自主性及び自
立性を高めるための
改革の推進を図るた
めの関係法律の整備
に関する法律

内閣府 令和 5年 6月13日 令和 5年 6月16日

公布の日から施行。ただし第七
条の規定等については、公布の
日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合
的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏ま
え、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措
置を講ずる。(建築基準法を一部改正し、一定の場合建
築副主事等の創設)

資料B

生活衛生等関係行政
の機能強化のための
関係法律の整備に関
する法律

厚生労働省 令和 5年 5月19日 令和 5年 5月26日

一部を除き、令和六年四月一日
から施行

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生
法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣か
ら内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大
臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管する。 資料C

第211回国会（常会・令和5年1月23日～令和5年6月21日）で成立した宅地建物取引関連の主な法律
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